
豊山町緑の基本計画の一部改訂について 

 

１ 改訂の趣旨 

「緑の基本計画」とは、都市緑地法第４条に基づき、市町村が緑の保全や緑化の推進

に関して、その将来像、目標、施策などを定める基本的な計画です。 

平成８年３月に「豊山町緑の基本計画」を策定してから２４年を経て、少子高

齢化の進行、地球温暖化をはじめ、都市緑地法の改正や上位計画である「豊山町

第５次総合計画」・「豊山町都市計画マスタープラン」の策定、「愛知県広域緑地計

画」の改定など、本町を取り巻く環境や社会情勢が大きく変化しました。 

これらの状況を踏まえ、官民一体となって緑の保全及び緑化の推進に関する施

策や取り組みを総合的に展開することを目的に、令和３年３月、本計画を改訂い

たしました。計画期間は、令和３年度から概ね１０年間です。 

愛知県は、県営名古屋空港北西部の青山地区に、基幹的広域防災拠点を目的とした

総合公園と消防学校の整備を決定しました。 

総合公園と消防学校の整備に向けて、豊山町緑の基本計画における施設の位置付け

を明確化するため、豊山町緑の基本計画の一部見直しを行うものです。 

 

２ 改訂作業予定 

  令和４年２月頃 パブリックコメント 

  令和４年３月 都市計画審議会  

  令和４年３月 一部改訂
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緑の基本計画一部改訂概要 

現緑の基本計画（R2年） 一 部 改 訂 案 
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現都市計画マスタープラン（R2年） 一 部 改 訂 案 
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